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協会役員コラム

　しばらく体調を崩してしまい、なぜ体調を崩したのかを考えてみました。私は人とのや
りとりの中で「自分が笑って過ごし、そのことで相手からも笑顔を返してもらえることが
何よりのエネルギーの源」だったんだと気づいたのです。このマスク時代の中で本当の輝
く笑顔はオンライン画面越しでないと見ることができず、また高齢者は認知症に限らず「マ
スクをして医師と話すのは申し訳ない。外して診察を受けなくてはいけない」と教育をさ
れてきた人たちなので、ほぼ毎回外来で「マスクはしたままでいいんですよ」と誰かが患

者さんを制します。そんな無慈悲で無意味なやりとりにほとほと疲れてしまったんだなと思うに至りました。
人はどれほど、笑顔からエネルギーを受け取ることができるのか！その莫大な量に気づいたのです。今世界中
の笑顔エネルギーの莫大な量をマスクのために損しているかと思うと全く憎たらしいコロナウイルスめ！でも
おかげでインフルエンザもノロウイルスも流行らないし、悪いことばかりでもないなと言い聞かせています。
1 日も早く笑顔が満開の世界に戻れると良いなと心から思っています。

『笑顔がエネルギーの源』

TOPICS

● 令和３年度介護報酬改定 Q&A（最新版 Vol.９より）
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設
入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設】

　〈ＡＤＬ維持等加算 (Ⅰ)・(Ⅱ) について〉

令和３年４月より ADL 維持等加算 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) の算定を予定していたが、５月 10 日までに LIFE に
令和２年度のデータを提出できず、LIFE を用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、
どのように算定することが可能か。

● 令和３年度定時総会速報
５月 26 日（水）に令和３年度定時総会を開催し、会員の皆さまにはオンラインにてご出席いただきました。
議決権保有者のうち、委任状提出は 418、出席は 52 でした。第１号議案「令和２年度事業報告」および第
２号議案「令和２年度決算報告」はいずれも承認されました。
今年度も、会員の皆さまにとって有益な事業展開を目指してまいりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願い申し上げます。



厚生労働省からのお知らせ

● 「地域リハビテーション推進のための指針」の改定 について
　 厚生労働省より、「地域リハビリテーション推進のための指針」改定について連絡がありました。
　　　https://www.rehakyoh.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/20210519mhlw_cbr.pdf

● 新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる後方支援医療機関の確保について
　 (1) 新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる後方支援医療機関の確保について
　　　https://www.rehakyoh.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/20210513mhlw1.pdf
　 (2) 概要：新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる後方支援医療機関の確保に
　　　ついて
　　　https://www.rehakyoh.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/20210513mhlw2.pdf
　 (3)（別紙１）後方支援病床の確保について
　　　https://www.rehakyoh.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/20210513mhlw3.pdf
　 (4)（別紙２）医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援（令和３年度新型コロナウイルス感染拡大防止・
　　　医療提供体制確保支援補助金）
　　　https://www.rehakyoh.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/20210513mhlw4.pdf
　 (5)（別紙３）新型コロナ感染症患者等における移送・搬送に係る費用等の整理
　　　https://www.rehakyoh.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/20210513mhlw5.pdf

日本リハビリテーション病院・施設協会 LINE 公式アカウント
QRコード、またはLINEアプリホームの「友だち追加」で「検索」を
選択し『@884femzp』と入力して検索すると友だち追加できます。

https://www.facebook.com/rehakyo/

詳細については厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html をご参照ください。

（答）

令和３年４月より ADL 維持等加算 (Ⅰ) 又は (Ⅱ) の算定を検討しているものの、やむを得ない事情に
より、５月 10 日までに LIFE へのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、
以下の①又は②により、４月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお、データ提出が
遅れる場合、
① 各事業所において、LIFE 以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加
　 算を算定すること。この場合であっても、速やかに、LIFE へのデータ提出を行い、LIFE を用いて
　 加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
② ５月 10 日以降に、LIFE へのデータ提出及び LIFE を用いて算定基準を満たすことを確認し、
　 － 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
　 又は
　 － 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い（４月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる
　 請求は通常通り実施）、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること等の取り扱いを行
　 うこと。
・ なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。
・ また、令和３年５月分及び６月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能で
   ある。


